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はじめに

病院の災害対策マニュアルについては、阪神・淡路大震災後、その反

省をもとに、災害拠点病院を始めとする多くの病院で災害時における初

其月救急医療体制の充実強化が進められました。しかしながら、平成 23年

3月 11日 の東日本大震災においては、病院の被害はもちろん広域的なイ

ンフラの破綻により、多くの施設で「想定外」の事態に遭遇し、災害対

策マニュアルの実効性については、多くの問題点が明らかになりました。

そのような状況において、事業継続計画 (BCP)の 必要性が認識さ

れ、当初は製造業や金融機関など特定の業界での取組が先行していまし

たが、最近では官公庁や・地方公共団体を含め様々な業界においてBC

Pへの取組が進みつつあります。このような社会的状況において、広域

災害等が発生した際に被災者の救助の中心的役割を果たす当病院におけ

るBCP策 定は必須であります。

BCP策 定は、社会的な要請に応えるためだけのものではなく、不測

の事態が発生し、自ら被災する中でその被害をいかに最小限にとどめ、

限られた経営資源を用いて、迅速に最善の対応を図るかという、医療施設

にとって重要な取組であると考え策定いたしました。
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1基本的な考え方

(1)BCPの 概念
事業継続計画 (BCP:Business cOntinuity plan)は、震災などの緊急時に低下
する業務遂行能力を補う非常時優先業務を開始するための計画です。指揮命令系統を

確立し、業務遂行に必要な人材・資源、その配分を準備・計画し、タイムラインに乗

せて確実に遂行するためのものです。

BCPの 考え方の基本は、事業をできるだけダメージを少なく継続、復旧するため
に、リスク管理の立場から日常より、「不測の事態」を分析し、自らの施設の脆弱な

点を洗い出し、その弱い部分を事前に補うよう備えておくことです。

災害時の病院における事業の中心は、病院機能を維持した上で被災患者を含めた患

者全ての診療です。それらは発災直後からの初動期、急性期、その後の亜急性期、慢

性期へと変化する災害のフェーズに対して継ぎ目無く円滑に行われるべきであり、病

院の被災状況、地域における病院の特性、地域でのニーズの変化に耐えうるものでな

ければなりません。このために病院機能の損失をできるだけ少なくし、機能の立ち上

げや早急な回復を目指し、継続的に被災者の診療にあたられるよう努めなければなり

ません。

一般的BCPの概念

(2)BCPと 災害対応マニュアルの違い
BCPと災害医療活動マニュアルの違いは、従来の災害医療活動マニュアルでは
「主として災害救急性期の動的な対応を行うための取り決め事」を整理して作成され
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たものです。しかし、BCPの カバーする範囲は広く、起こり得る事象に対して静的
な事前の点検や準備を含めたものです。災害医療活動マニュアルとの違いを具体例に

挙げれば、対応職員確保のために、「職員は震度 6以上で全員病院に参集する」とな
っていますが、BCPにおいては、「被災した状況下で考えられる、外部にいる職員
の被災や交通の遮断等多くの職員が参集できない、あるいは参集が著しく遅れる可能

性を分析し、その上で被災下であっても参集できるように、平常時から個々の職員が

バイクや自転車などの参集手段を確保する、家族の理解を得ておく等の方策を講じる

とともに、参集した少ない職員での業務を能率的な運用方法を策定し、それが遂行で

きるよう訓練しておく」というように実効的な形をイメージして作成されなければな

りません。

(3)BCPの 方針
富士川病院におけるBCPは 以下の 3点を基本方針とする。

○寸断なく医療提供を行うこと

○人命を最大限優先すること

○災害拠点病院として地域の医療提供の核となること

(4)BCPの 策定体制
本BCPを策定するにあたっての、院内体制は次のとおりである。
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(5)現況の把握
BCPを 作成するにあたっては、当院が地震等の災害に対してどの程度の備えがで
きているのかを把握する必要がある。

① 指揮命令系統

指揮命令系統については、富士川病院災害対策マニュアル(以下「病院災害対策マニュ

アル」という。)に準じる。

②人員の確保状況 (※平成30年 9月 現在)
○通常時の配置人員の確認

通常時において、平日昼間、平日夜間、休日昼間、休日夜間等において、医師、

看護師等の各部門にどの程度の人員が配置されているのかを把握する必要がある。

職種 平日昼間※ 平日夜間 休 日昼間 休日夜間

医師 13 1 1 1

看護師 61 7 14 7

コメディカル 28 0 0 0

事務 21 1 1 1

合計 123 9 16 9

※臨時 。日届託職員含む。

○緊急時参集要員の確認

緊急時に参集が可能な職員について、災害発生から1時間後、3時間後、12時
間後といった時間別に試算した結果は次のとおりである。(単位 :人数再掲)

※医師及び看護師等の詳細については、資料 1のとおりである。

○地震発生時の参集可能職員数の試算方法

※ この表の考え方は、以下のとおり。

①歩行速度

毎時4kmの速さで参集すると想定する。

②本人及び家族の被災

4

職種 1時間以内 3時間以内 12時間以内 1日 以内 3日 以内

医師 1 5 8 9 12

看護師 12 46 58 61 78

コメディカル 1 14 15 16 22

事務 2 4 9 10 12

合計 16 69 90 96 124

時間経過 地震発生時の参集可能職員数

1時間以内 病院から直線距離4km圏内職員の70%
3時間以内 病院から直線距離1鍬m圏内職員の70%
12時間以内 病院から直線距離20kin圏内職員の70%
1日 以内 全職員の70%
3日 以内 全職員の90%



地震発生後 3日 までは、本人及び家族の死傷等、被災のため、職員の 1割が参集でき

ないと想定する。

○ライフラインの現状把握

バックアップ 燃料等備蓄量 備考

電気 非常用発電機 3日 ～7日 地下灯油タンク

12,0002× 滲基

※補給あり

水道 受水槽 半 日～3日 75,0002※ 補給あり

LPガス 貯蔵施設 20日

液化酸素 貯蔵施設 7日 (満タン時)

液化窒素 貯蔵施設 7日 (満タン時)

○場所や資器材の確保状況

医療資器材・非常食の保管状況

災害時に必要となる医療資器材。)F常食の保管状況について、定期的な確認を行い、

更新や補充管理をする必要がある。

(保管物品、保管場所等の詳細については、病院災害対策マニュアルで整備する。)

(6)被害の想定
ア。前提とする地震と被害想定

計画の前提とする地震は、平成17年に山梨県が発表した「山梨県東海地震被害想定調

査報告書」における「東海地震 (マグニチュード8.0)」とする。

また、地震動については、本町内の震度は6弱と予想される。一部の地域では6強が予想

される。

この地震による想定被害は、表-1、 2、 3のとおりであり、最悪の場合、約 15人が死亡し、

町内の建物のうち約1,700棟が全壊または半壊するとされている。

イ.発生時期・時間別の被害想定 (表 -1、 2参照)

i 冬の朝5時
ii春秋の昼12時

血 冬の夕方18時

ウ.職員への被害

病院職員の被災可能性については、次のとおり試算した。
「山梨県東海地震被害想定調査報告書」によると、冬の朝5時に東海地震が発生した場合

には、本町では死者約13人、負傷者約277人、合わせて約290人が死傷すると想定さ

れている。これは本町人口(約 15,543人 )の 1.9%に相当する。病院職員 (臨時・嘱託
職員を除く)は 138人であるから、約 2人の職員が死傷することになる。

また、建物被害は、約1,700棟が全半壊すると想定されている。これは、全棟 (旧増穂
町約4,460棟、旧鰍沢町1,537棟)の 28%となる。つまり、病院職員約38人 (138人の
28%)程度の自宅が影響を受けると考えられる。
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表-1発生時期・時間別人家被害想定  (旧増穂町・旧鰍沢町被害状況)
旧増穂町         (平 成17年山梨県東海地震被害想定調査報告書による。)

旧鰍沢町

旧両町合計

発生時間 被害状況 がけ崩れ 揺れ・液状化 火災 l予知なし) 合計

冬5時

全壊 2 170 0

半壊 4 970 0

計 6 1,140 0 1,146

春秋 12時

全壊 2 170 5

半壊 4 970 0

計 6 1,140 5 1,151

冬 18時

全壊 2 170 10

半壊 4 970 0

計 6 1,140 10 1,156

発生時間 被害状況 がけ崩れ 揺れ 日液状化 火 災 (予知なし) 合 計

冬 5時

全壊 14 81 0

半 壊 40 422 0

計 54 503 0 557

春秋 12時

全 壊 14 81 0

半 壊 40 422 0

計 54 503 0 557

変

“

18母寺

全 壊 14 81 5

半 壊 40 422 0

計 54 503 5 562

発生時間 被害状況 がけ崩れ 揺れ 日液状化 火換!(予知なし) 合計

冬 5時
全 壊 16 251 0

半 壊 44 1,392 0

計 60 1,643 0 1,703

春秋 12時
全 壊 16 251 5

半 壊 44 1,392 0

計 60 1,643 10 1,713

冬 18時
全 壊 16 251 15

半 壊 44 1,392 0

計 60 1,643 15 1,718
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表-2発生時期・時間別人的被害想定 (予知のない場合)
(旧増穂町・旧鰍沢町被害状況)

1日 増 穂 町          (平 成 17年 山 梨 県 東 海 地 震 被 害 想 定 調 査 報 告 書 に よ る 。 )
発 生 時 間 被 害 状 況 建 物 被 害 火 災 斜 面 崩 壊 モ卦言十

套争5日寺

死 者 9 0 1 10

負 傷 者 188 O 2 190
内 重 症 者 19 0 1 20

内 軽 症 者 169 0 1 170
要 救 助 者 88 88

春 秋 12時

死 者 4 1 1 6

負 傷 者 133 2 2 13フ
内 重 症 者 13 1 1 15

内 軽 症 者 120 1 1 122
要 救 助 者 54 54

套子18日寺

死 者 3 1 1 5

負 傷 者 127 2 2 131
内 重 症 者 13 1 1 15

内 軽 疲 者 114 1 1 116
要 救 助 者 50 50

:日 翻 峨 尺 町

旧 両 町 合 計

発 生 時 間 孝皮 害 状 況 建 物 被 害 火 災 斜 面 崩 壊 を予言十

塗争5日寺

死 者 4 0 1 5

負 傷 者 89 0 6 95

内 重 症 者 9 0 2 11

内 軽 症 者 80 0 4 84

豊 救 助 者 38 88

春 秋 12時

死 者 2 1 1 4

負 傷 者 64 2 4 70

内 重 症 者 6 1 1 3

内 軽 症 者 58 1 3 62

要 救 助 者 54 54

冬 13時

死 者 2 1 1 4

負 傷 者 62 2 4 68

内 重 症 者 6 1 1 8

内 軽 症 者 56 1 3 60

要 救 助 者 50 50

発 生 時 間 被 害 状 況 建 物 被 害 火 災 斜 面 崩 壊 合 計

冬 5時

死 者 13 0 2 15

負 傷 者 277 0 8 285
内 重 症 者 28 0 3 31

内 軽 症 者 277 0 0 277

要 救 助 者 176 176

春 秋 12時

死 者 6 2 2 10

負 傷 者 197 2 6 205
内 重 症 者 25 1 2 28

内 軽 症 者 227 1 4 232
要 救 助 者 108 0 0 可08

冬 18時

死 者 5 2 2 9

負 傷 者 189 4 6 199
内 重 症 者 19 2 2 23

内 軽 症 者 170 2 4 176
要 救 助 者 100 0 0 100
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表-3ライフライン等被害想定
(平成17年山梨

○災害拠点病院としての影響

フェーズごとに災害拠点病院である当院への影響の想定をおこなった。

。)(旧増穂・旧鰍沢町被災状況)

項目 被害状況 想定復旧日数 備考

電力
停電率
旧増穂町59.2%、 旧鰍沢町615%

約5日
停電戸数
旧増穂町3,608戸、旧納沢町1,365戸

電話

一般電話
通話機能支障率
旧増穂町73%、 旧鰍沢町7.8%

約1週間
通話機能支障件数
旧増穂町410件、旧鰍沢町159件

携帯電話
基地局のチャンネル数の不足
による輻壌の発生

3日 以内程度

地震による影響は受けにくいシステムであ
るが、通話が集中することで輻壌が発生
する。

上水
直後の断水率
旧増穂町92.6%、 旧鰍沢町94,0%

1日後の断水率
旧増穂町69,1%、 旧鰍沢町723%
1週間後の断水率
旧増穂町7.8%、 旧卸大沢町23.6%

復旧日数 約1カ月

直後の断水需要家数
旧増穂町4,308戸、旧鰍沢町1,332戸
1週間後の断水需要家数
旧増穂町362戸、旧鰍沢町335戸

下水
被害率
旧増穂町0.9%、 旧鰍沢町1.2%

約1カ月

下水道機能支障人口

旧増穂町59人、旧鰍沢町34人

液状化による管きょ被害が発生

ガス

都市ガス

LPガス
機能支障率
旧増穂町219%、 旧鰍沢町29.6%

1～ 2週間
機能支障戸数
旧増穂町909戸、旧緻沢町449戸

道路
迂回路はあるものの、交通が混乱する可
能性あり。

交通

中央線 運行は困難
通勤、通学者等の多くに帰宅困難者が発
生すると想定

身延線 運行は困難

バス 運行を中止

避難生活

避難所生活者等 (要確認) 発災1日後

避難所生活者等(要確認) 発災1週間後

避難所生活者等(要確認) 発災lヵ月後

発災直後 (～ 6時間) フェーズ1(72時間まで) フェーズ 2(1週間程度 )

被害情報の収集・県への報告、EMIS

職員参集、体制構築 他県 DMAT等による

入院患者の安全確保 外来傷病者の二次トリアージの実施

重症者の収容・治療

① 収容できない重症者、透析患者等を被災地域以外ヘ

② 中等症者 (災害連携病院)、 入院患者等の転送

通信、ライフライン、医薬品、食料・医療水等の確保

8



発災直後 (～ 6時間) フェーズ 1(72時 間まで) フェーズ2(1週間程度)
電気 ○ ○

電話 (固定 ) × ○ ○

通信 × ○ ○

上水 ○ ○ ○

ガス ○ ○ ○

周辺道路 × ○ ○

○当院における被害

周辺の被害と当院における被害について下記のとおり想定をおこなった。

電気及びガスは燃料等の貯蔵内容によって変わるが、満タンの状態で電気が3日 間、

ガスは20日 間となっている。水道は受水槽の使用が半日～3日程度であるため、当
初は使用を制限する必要がある。

○大規模災害が発生した場合は、病院災害対策マニュアルに従い、障害者駐車スペ

ースを中心にトリアージ等の事務を実施するが、建物被害等の状況により、一般外

来の診療を閉鎖し、一般外来の待ち合いスペースを活用しトリアージ等の事務を実

施することも検討する。

また、医療資器材については、通常より保管場所等を確認する必要がある。(資料

2を参照)

(7)優先業務の抽出
部門ごとに通常業務の中で、優先度の高いものについて整理を行い、災害応急対策

業務等へ切り替えが必要となるため、病院として優先的に対応が必要な通常業務及び

災害対策応急業務を整理し、病院全体の議論の結果、BCPと して優先業務は資料 3
とした。

BCPにおいては、参集職員の人数等により状況が変化するため既定概念を捨て、
病院全体としての取組が重要となる。

2 BCP行 動計画
優先業務によるBCP行動計画は資料4と した。

3 通信手段の確保について
災害時はPHS、 固定電話、携帯電話等の通信手段が使用出来ないことが想定され
る。災害発生の初期段階から代替手段の確保に努める必要がある。

・メール (イ ンターネット)

・ FAX
※災害時に優先的に使用出来る回線ではないため、使用出来ないことも想定される。

9



・衛星電話 (電話とインターネットが使用可能 )

→DMAT用 に 1台所持している。
・災害時優先電話

(回線 :0556-22-3138)
→発信および着信は交換機を介して行われるため、代表回線 0556-22-3135
をそのまま使用する。

・ トランシーバー

→ 5台所持 (保管場所は 1階DMAT倉 庫 )

4 行政および医療機関等との連携について
災害への対応については、病院単独ではなく行政との連携が重要である。発災直後

より積極的に情報収集および共有を図り、対応にあたるものとする。

また、平時より連携体制の構築に努める心要がある。

(連絡先)※平成30年 9月 現在
(1)行政機関

団体名 電話番号

富士川町役場 0556-22-1111(代 )
峡南消防本部 055-272-1919
鰍沢警察署 0556-22-0110(十く)
山梨県峡南保健福祉事務所 0556-22-8145
山梨県医務課 (災害時は山梨県医療救護対策

本部として機能)

055-223-1480～ 1484

(2)医療機関
○基幹災害拠点病院

団体名 電話番号

山梨県立中央病院 055-253-7111

○基幹災害支援病院

○地域災害拠点病院(中北)

団体名 電話番号

山梨大学医学部付属病院 055-273-1111
山梨赤十字病院 0555-72-2222

団体名 電話番号

白根徳洲会病院 055-284-7711
韮崎市立病院 0551-22-1221

10



(3)災害時医療救護体制   (※山梨県大規模災害時医療救護マニュア,レより抜粋)

ホロEエ

県 災 害 対 策 本 部
地 方 連 絡 本 部

国・都 道 府 県
県 災 害 対 策 本 部

派 遣 要 請

地 区 医 療 救 護 対 策 本 部

(保健 所 )

市 町 村 災 害

対 策 本 部
消 防 機 関 等

日
赤 梨
県
支
部

院
協
会

公 院

立 等

協

議

神

科

病

院 協

地
元
医
師
会
等

広
域
災
害
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
等

Ｄ

Ｍ

Ａ

Ｔ

県
直
轄
救
離
班

日
赤
救
護
班

等

災
害

拠

点 救

病 護

院 班

救
護
班

民
間
病
院

等

医
師
会
救
護
班

救
護
班

歯
科
医
師
会

精
神
科
救
護
班

ボ

ラ
ン
テ

イ
ア

医
療

協 力 依 頼

派 遣

派 遣
派 遣

派 遣

要 請

救 百勢所 一 般 医 療 機 関

地 域 災 害 拠 点 病 院 地 域 災 害 支 援 病 院

<被 災 地 内 >

ス テ

地 域 災 害 拠 点 病 院 基 幹 災 害 拠 点 病 院 基 幹 災 害 支 援 病 院

後 方 医 療 機 関
連 携連 携

広 域 搬 送 1夕と点 (′卜瀬 ス ポ ー ツ 公 園 )

県 外 災 害 拠 点 病 院 県 外 広 域 搬 送 1夕と点 県 外 災 害 拠 点 病 院

県 外 後 方 医 療 機 関

― 一

患 者 搬 送

県 内 の 医 療 機 関 で 対
応 し き れ な い 場 合 等

5 職員のストレス対策
BCPメ ンタルケアの必要性は、1995年の阪神大震災や2001年の新宿歌舞
伎町雑居ビル火災などで取り上げられるようになりました。また、2011年 の東日
本大震災では「想定外」の出来事がたくさんあり、それまでの教訓が活かされること

はありませんでした。BCPでは、職員も被災者になる事を想定しておりますので、
出勤可能なスタッフだけに、長期的な仕事が課せられる可能性があります。しかし精

神論だけの強要では長期化した場合に職員がストレス状態となり、作業効率も下がり

ます。中には、通常業務に戻ってからも災害時のストレスの影響で離職をする人もい

るそうです。現場での責任者は、そのようなことも想定し被災者 (ト リアージ)の受
け入れのところには、長時間配置せず病棟や他の業務との配置転換を試みながら災害

救助活動を心がける必要があります。

6 課題と今後の取組
当病院は災害活動医療訓練及び研修会は毎年実施し、職員に周知しているところで

あり、「災害対策本部の立ち上げ」「病院の現況での情報収集」「救急患者を受け入れ

11



体制」等については、一定のレベルに達しているところである。今後は、BCPの考
え方も合わせて職員に周知することが必要となってくる。

また、職員の人事異動等があるため、参集が可能な職員調査は、毎年度実施する必

要がある。

当院のBCPは地震を想定し、策定をしたものであるが、近年増加傾向にある水害
を想定した計画も今後必要である。
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資料1緊急時参集要員(医師及び看護師等職種別)

平日昼間 通常時 発災後 発災後 発災後 発災後 発災後 発災後
1時間 2時間 3日寺間 6日寺間  12時間 24時間 単位 :人

休日夜間 通常時 単位 :人

参集可能な職員数の算出(H30年 6月時現在で想定)

① 自宅から勤務先まで徒歩で参集し、歩行速度は時速3kmで予測する。

②発災から12時間までは、発災直後の負傷や混乱、救出救助活動等により、

参集可能な職員のうち30%が参集困難とする。

③発災から24時間までは、発災直後の負傷や混乱、救出救助活動等により、

参集可能な職員のうち20%が参集困難とする。

※発災後○時間以内に参集可能な職員数は非番職員数(非常勤職員は除く)の参集率に

発災後 発災後 発災後 発災後 発災
1日寺間 2日寺間 3日寺間  6時間  12日寺

発
２４
後
間
災後
時間

医師 12 12 12 12 12 12 12

看護師 53 59 65 73 80 81 81

コメディカル 24 24 24 24 24 24 24

事務 15 15 15 15 15 15 15

その他 1 1 1 1 1 1 1

合計 105 111 117 125 132 133 133

医師 1 1 1 3 8 8 9

看護師 7 21 33 46 61 63 65

コメディカル 0 1 6 12 17 17 19

事務 1 2 4 5 8 11 13

その他 0 0 0 0 1 1 1

合計 9 25 44 66 95 100 107

通常時職員数をく変えた人数
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資料2医療資器材及び非常食保管場所

保管場所・賛出場所

ス ノツ「…ヤー 防災倉庫 1台 5階
間 |ベット 10 防災倉庫 2台5階
車 コス 10 防災倉庫43階24階15階2外来 1
,bξ モ 1 防災倉庫

′ 5 ″

発 号 2 ″

男驚) 2 ″

AED 1 ″

争夕εl 1 検査室2階
窮:又 v占
,i アン 10 3階65階4

,男;1
リ 4 臣影)!断 (FPDI 1 万欠射線科

争厚三弓 ス 1 ″

I 6 手術室
パ ル ス ラ 3 防災倉庫

]I
1 ME至
5 3階45階 1

l ク: 90 防災倉庫
フ′ 4

ブデE
ホワイ 1 総合受付
フ コ 3 防災倉庫
筆

H
]
賀

マ F ″

PC
延 蓉 コ ー 1 防災倉庫

I

1 ″

ア 3 ″

子広 「 1 ″

R 3 ″

モ:ド E 3 1

I 2 防災倉庫
A4 501 ″

雷 1 ″

2 ″

300 宋蚕科 炉 幌・老健・職員分含む
ユ
~
′

①
312 ″ ″

梅 | レ 300 ″ ″

〉ゃフ 300 ″ ″

②口 ″ ″

5年 Fフく500cc 」 304 ″ ″

300 ″ ″

③′ハ 300 ″ ″

]t 粟 |のトマト煮 (】 bロ リー需ul艮 」 ″ ″

十 300 ″ ″

300 ″ ″

5年 |

;写 トフ

′

④

304 ″ ″

こri: ノ ″ ″

い ⑤ 300 ″ ″

田未田
」汁 300 ″ ″

″ ″

⑥
C 304 ″ ″

防災倉庫 lF力 ,レテ庫・

検査室 マスター(lFカルテ 2

放射線科 マスター(lFカルi
ME至 マスター(lFカルテЛ
栄蚕科 マスター(lFカルテЛ
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資料3優先業務の抽出
優先業務概要表

医療部門 看護部

3か月～

フェーズ5
中長期

|

|

|

|

|

|

|
|

紳

1亀

12かo

|

|

|

|

|

|

|

|

～1か月

通
常
時
の
体
制

ヘ

※

フ

エ
ー
ズ

３
以
降

は

徐

々
に
移
行

フェィズ3
重急性期

年 14日

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

～72時間～48時間～36時間～24時間～18時間

フェーズ 1
超急性期

～12時間

)確認 (検査機器、医療ガス、医薬品、医療資機材の状況等)|

|

ミ者状況の確認 (外来、入院患者等)

i災状況の確認 (ライフライン、エレベーター、備品等)

,よび外部通信手段の確保

→診療支援部門(放射線科、検査科、薬剤部、栄養科、リハピリ科、高気圧酸素)の統制

→被災患者の手術、入院の統制

.→患者受入体制の整備

→災害時における組織体制の構築

災害対策本部運営、DMAT招集、派遣要請への対応等

→一般外来、手術の継続、中断、縮小、中止の判断

|
|

→災害対策本部長による本部立ち上げ宣

|

|→医療部門の統括、状況把握

→各診療ゾーンの統制

→医師配置の把握、管理

→看護部門の統括、状況把握

→看護師配置の把握

→手術室、中央処置室、救急処置室の状況把握

→各病棟の空床把握

→各部署の医療資機材等の把握

→綾災患者の手術、入院続制

目標時間

15分以内

15分以内

15分以内

30分以内

30分以内

30分以内

30分以内

1時間以内

30分以内

担 当

本部長
(病院長)

本部長
(病院長)

事務

診療郡
医療技術部

看護部

業務

(1)災害対策本部の立ち上げ

(2)災害医療体制への切替

(3)情報管理

(4)医療統括業務

(5)看護統括業務

分

類

災

害

対

策

本

部

1

発生直後

直後～15分 ～30分 ～1時間 ～2時間 ～3時間 ～6日寺間



医療部門 看護部

〇

3か月～

フェーズ5
中長期

|

|

|ュか言～
1か月

※

フ

エ
ー
ズ

３
以
降

は

通
常
時

の
体
制

ヘ

徐

々
に
移
行

フェーズ3
亜急性期

～14日

|

|

|

～72時間～ 48時間時間～36～18時間 ～24時間

フェーズ 1
超急性期

～ 12時間

→動務職員癖への食事の提供※

→各診療ゾーンの構築 (トリアージゾーン、赤、黄、緑、黒ゾーン)

→被災患者の受入(アクションカードの活用)

→備蓄食料の確認および確保

|→帰宅、転院の検討

十   1   1→ 本部へ状況報告 (受入患者数等 |

→被災状況の確認

→検査中患者への対応

→検査機器、薬剤等の状況確認

→診療ゾーンと連携し、被災患者の診療支援

理管手術の実施、

対応

→手術室被災状況、実施可能範囲の確認

→入院患者の状況確認、必要に応じた治療

→入院患者の管理(通常

→一般外来患者の状況確認、必要に応じた治療等

→数急外来患者の状況確認、必要に応じた治療等

→入院患者への食事提供

状況の確認

目標時間

30分以内

15分以内

30分以内

30分以内

30分以内

30分以内

30分以内

1時間以内

30分以内

30分以内

15分以内

担当

診療部
医療技術部
看護部
事務

医療技術

診療部

診療部

診療部

栄養科

業務

(1)診療ゾーン

(2)診療支援部門

(3)手術室

(4)病棟

(5)外来

(6)栄養科

分

類

医

療

部

門

2

発生直後

直後～15分 ～30う|～ 1時間 ～2時間 ～3時間 6`時間

※備蓄食料は当日勤務する職員数分を確保 (自宅等から参集する職員の備蓄食料は確保しておりません)



岸
ミ

※

フ

エ

I

ズ
3

以

降
は

徐
々

に

移
行

通
常
時
の
体
制
ヘ

フェーズ 1
超急性期

～48時間 72時間～36時間～24時間～18時間～12時間

l、 実施可能範囲の確認

伏況確認、必要に応じた治療等

伏況確認、必要に応じた治療等

志、外来患者の安全確保

軍に応じた治療等

宅 )

l確認、安全確保

こ況の確認

こ況の確認

こ況の確認

忍、対応

記の確認

目標時間

30分以内

30分以内

30分以内

15分以内

15分以内

1時間以内

15分以内

30分以内

30分以内

1時間以内

15分以内

30分以内

担当

看護部

看護部

看護部

看護部

看護部
事務

看護部

業務

(1)手術室

(2)救急処置室・中央処置室

(3)病棟

(4)外来

(5)中央材料室

分

類

3

看

護

部

門



医療部門 看護部 事務部

∞

フェーズ5
中長期

3か月～

※

フ

エ

I

ズ
3

以

降
は

徐

々

1こ

移
行

通
常
時
の

体
制
ヘ

フェーズ4

慢性期

～2か月 ～3か 月

フェーズ3
亜急性期

～ 14日 ～1か月

フェーズ2

急性期

～5日 |～ 7日

フェーズ I
超急性期

～穆時Fロロ十～弼時P口司に 2時 Fロロ1樹 6時 FE司
|~48時

F日司|～詑時F口司

→マスコミヘの対応

→患者家族への対応

→病院の被災状況調査、保守

|    →ライフラインの確保
―
→仮設トイレの設置

→破損したライフラインの復旧

→燃料等の調達
|

→エネルギー使用量、残存燃料の継続的確認

→院内交通整理、安全確保 (立入禁止区域の設定、患者誘導、被災者の動線確保等)

→院外の交通整理、安全確保 (車両の誘導・規制、来院患者の誘導)

→医療安全業務 (活動全般に対し本部への助言、介入)

→緩和業務(忌者および家族への心理的サポート)

→職員の労務管理

→受入準備、誘導等

→応援チームとの連絡調整等

発生
=後

=■
 ■●| ～■:| モ:Ⅲ f i■■fi:il百

→院内情報システムの状況確認・保守

→端末の設置、撤去等

目標時間

1時間以内

1時間以内

6時間以内

3時間以内

3時間以内

担 当

事務部

事務部

事務部

事務部

医療安全
地域連携室
事務部

DMAT隊
事務部

事務部

業務

(1)院 内情報システム

(2)力 (専風

(3)施設

(4)保安

(5)環境衛生

(6)応援医療チームの受入

(7)その他業務

分

類

4

事
　
　
務
　
　
　
部
　
　
　
門



資料4 BCP行動計画

富士川病院
BCP行動計画

フェーズ 1
超急性期

～12時間 ～18時間 ～24時間 ～36時間 ～48時間 ～72時間

発生直後

百後-5分 ～ 30分 ～ 1日寺間 ～2時間 ～3時間 ～6日寺間

分類 No 優先度 担当 1 担当2 備考

1 S 災 吾 : ミ部の立ち上げ
2 S～ B 災 審 本需1への切り替え iヽ

`長
(病院長 |

3 S～ B コ

4 S～ B 医療 g務

1、 災害対策
本部

1-

5 S～ B g務

1 B 診療しノーン 各吾[F月
2 S～ B :[F可 医

3 S～ B 手術垣
4 S～ B 診

"5 S～ B

2、 医療部門

2

6 S～ B
1 S～ B キイ,TIJE :吾ト
2 S～A
3 S～ B 雇

4 S～A 雇 事 務

3、 看護部門

3-

5 S～ B 中央 i 斗E 雇

1 S 幌 肉 ンステム
2 C
3 S～ B
4 S～ B 孝

5 A～C 環境 | 生 I

6 C 〔
「 ―ムの受入 子

その

4、 事務部門

4-

7 C 子

“

優先度 :SからCまでランク分け(S優先度高 → C優先度低)
S:「直後～30分まで」 A:「 30分～1時間まで」 B:「 1時間～3時間まで」 C:「3時間～」
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災害対策本部の立ち上げ S
方針 の よ を

担 当 ※

場所 2 理セン

使用
物品
災害対策本部マニュアル(アクションカード)
ホワイトボード

体制

～24時間 ～36時間 ～48時間～12時間 ～18時間

フェー 1

超急性期

～72時間

による本部立ち上げ宣言

優先度 業務内容及び目標時間

S

→「災害対策本部長による本部立ち上げ宣言」(15分以内)
・本部長の宣言を受け、本部を設置する。
・管内放送等を使用し、本部員を召集する。

S
→「本部の設営」(15分以内)
・事務職員を中心に速やかに対策本部を設置する。

S
→「災害時における組織体制の構築」(15分以内)
・災害対策本部マニュアル(アクションカード)に従い、組織体制を構築する。

業務

S

→「災害対策本部運営、DMAT招集、派遣要請への対応等」(継続実施 )
・災害対策本部マニュアル(アクションカード)に従い、本部長ならびに

本部員は災害対策本部を運営する。

ら派遣要請があった際は、速やかに対応する。・DMATを召集し、待機させる。

備考

Ｗ

Ｓ

クロノロ

WS W S WS

2F
健康管理センター受付

Ｗ

Ｓ

事
務
部
長

本

部

長

看
護
部
長
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診療ゾーン B
方針 診療ゾーンを構築し、被災患者を受け入れる。
担当 診療部、看護部、事務

場所 lF外来、中央処置室、救急処置室

使用
物品
アクションカード、間易ベッド、ストレッチャー、車イス
長机、ホワイトボード、トリアージタグ

体制 医師、看語

フェー 1

超急性期

～12時間 ～18時間 ～24時間 ～36時間 ～48時間 ～72時間

トリアージゾーン、赤、黄、緑、黒ゾーン)

●

目

B

→「各診療ゾーンの構築(トリアージゾーン、赤・黄・緑。黒ゾーン)」 (30分以内)
。本部からの指示を受け、診療ゾーンを構築する。
・アクションカードを活用し、患者受入体制を整える。

B
→「被災悪者の受入」(アクションカードの活用)
。アクションカードを活用し、被災患者のトリアージおよび診療を実施する。

業務

B
→「本部へ状況報告(受入患者数等)」
・伝令等を用いて、本部へ適時状況報告

備考 診療ゾーンレイアウト

3

3・ 一

r、

癬剤室

カルテ庫

黄色ゾーン

=

差麻 i

て外構観

とVエール

白下 3

Tl

歯 菫

喧

じと主

MRI虫 BF2
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手術室 S～B
方針 し 室の 理

担 当 看護部

場所 2F

使用
物品

体需J 灌

～12時間 ～18時間 ～36時間

フェー

～24時間

超急性期

～48時間 ～72時間

対応

施可能範囲の確認

優先度 業務内容及び目標時間

S
→「手術中悪者の確認、対応」(30分以内)
・安全な手術の中止等、患者対応を行う。

S
→「手術室被災状況、実施可能範囲の確認」(30分以内)
・被災状況、実施可能な手術範囲の確認等を行う。

A
→「手術実施準備」(30分以内)
・緊急手術の実施準備を行う。

業務

B
→「緊急手術の実施、管理」(継続実施)
。必要に応じて緊急手術の実施、管理を行う。

手術継続または中止、避難命令指示を受けて麻酔科医および執刀医、看護師、コメディカルで手術室
に応じた対応を検討し決定する。

・実施可能手術の目安 :手術室の被災状況と減菌済みの常時滅画の器械、人員配置を検討して対応可能手術を決
定する。
・手術器械の準備 :病院のライフラインの被害状況により洗浄・滅菌行程が使用できるか決定する。
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その他業務 C
方針 に うち、 に る の る。

担 当 、その

場所

使用
物品

体制 看護師

～18時間 ～24時間 ～36時間～12時間

フェー

超急性期

～48時間 ～72時間

|の設置

及 目 間

C
→「休憩所、仮眠室等の設置」(3時間以内)
。ソフアー、シーツ等を使用し、休憩所・仮眠室を設置する。
→「一般ゴミ等廃棄物の管理」(継続実施)
。一般ゴミ等の廃棄物について、管理を行う。
→「必要物品等の調達」(継続実施)
・災害時に不足する物品を必要に応じて調達する。
→「貴重品管理等、院内セキュリティーの確保」(継続実施)
・患者、職員の貴重品管理や不審者対策等、院内の安全確保に努める。
→「災害体制から通常体制への復旧業務」(1犬況に応じて)
・診療ゾーン撤収、2階健康管理センター受付前の整理、使用した物品の確保等、復旧業務を実施する。

C

業務
C

C

C

備考
1 所、仮眠室等
・会議室や職員食堂等を使用する。

(2)一般ゴミ等の廃葉物について
u

(3)セキュリティー対策
。ロッカー鍵の管理、院内巡視等実施する。

(4)復旧業務
・状況に応じて順次実施していく。

一般ゴミ、医療廃

棄物収集エリア
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